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1A06 

企業のイノベーション戦略とステークホルダーに関する考察 

 
 

○高玲（亜細亜大学） 
 
 

 
問題認識 

1980 年代初期に、マイケル・ポーター（1995,p.241）は企業におけるイノベーションの分析では、市場において、最

先端のイノベーションの成果が強力な競争力の源泉であると述べている。榊原（2005）は内外の様々な事例から、イノ

ベーションを収益に結び付けるという営みを鮮やかに描き出している。しかしこれらのイノベーションについての研究は、

市場での競争との関係で論じられてきたといえる。ところが、社会における一つの制度としての企業は社会の変動と無関

係に存続し得ない。近代の企業（株主会社）が誕生して以来、多くの企業が消滅し、多くの企業が生まれてきた。また長

く存続している企業も今日の姿は創業時のそれではない。少なくとも企業のイノベーションが、社会の諸々の利害関係者

（ステークホルダー）とのバランスの取れた相互関係を無視して持続的に存立し得ないことは明らかである。企業が行っ

たイノベーションは様々なステークホルダーからの支持を得ることにより、企業の存続に必要な利潤を獲得できる。つま

り企業は、ステークホルダーがいなければ存続できない。今日の情報化社会において、ステークホルダーが企業にもたら

す影響力はこれまで以上に高まってきていると言える。 

本研究が取り扱おうとしている現象は、企業のビジネスプロセスや社会・経済システムを変革し得る潜在的な影響力を

有するイノベーションの、企業の研究開発活動への影響にある。つまり、これまでのイノベーション論において見逃され

ていた、イノベーション後のビジネスプロセスや社会・経済システムの変革が、ステークホルダーによって、どのように

研究開発活動を影響し、その影響に対して企業が如何に能動的・受動的に対応し得るのかという問題を、企業におけるイ

ノベーション戦略としてとらえようとするものである。 

研究目的 

本研究では、既存のイノベーション研究において見逃されてきた、イノベーション後のビジネスプロセス、ステークホ

ルダーとの相互関係を考慮した、企業における研究開発に関するイノベーション戦略の論理を構築する手掛かりを得るこ

とを目的とする。本稿では、社会・経済の変革に大きな影響を及ぼした事例を検討し、事例分析から導かれる研究モデル

を提示し、仮説を定立する。 

事例研究 

ここでは社会・経済の変革に大きな影響を及ぼした、インターネットの普及に関して、マイクロソフト社の事例を用い

て分析する。マイクロソフト社のイノベーションのうち、インターネット普及に関する一つの代表例として、Internet 

Explorer が考えられる。 

Internet Explorer1.0は 95年 8月 24日に公開され、当初、Microsoft Windows 95 Plus!に含まれる Internet Jumpstart 

Kit として 40 ドルで販売された。また、マイクロソフト社は 95 年 11 月 Internet Explorer の新バージョン 2.0 及び、 96

年 8 月のバージョン 3.0 の公開により主要な Wed サイトから無料のコンテンツを提供した。この時点で、Internet 

Explorer という技術そのものには、大きな変化がなかった。しかし、96 年無償化という新供給方法についてのイノベー
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ションが Internet Explorer ユーザーを増大させた。そして、98 年の windows98 の抱き合わせ販売により、Internet 

Explorer を巡るステークホルダーが変化した。すなわち、司法省が、マイクロソフト社の Internet Explorer の違法な抱

き合わせであると考えられることを指摘したのであった。  

続いて、Internet Explorer では基本的に売り上げが無い以上、Windows など他のマイクロソフト製品の売り上げから

開発費が出ているとして、マイクロソフト製品が不当価格であるとの批判も社会的評価として生じた。後に 98 年 10 月

19 日独占禁止法違反として提訴も行われるようになった。ところが、マイクロソフト社側の主張は「コンピュータをウ

ォルマートで購入するようなことには興味がない。消費者が望むのは、箱から出して、そのまま使えることである。マイ

クロソフトは、このような消費者に対し、彼らが望むものを提供する、すべての条件を備えている。」、「マイクロソフト

は消費者の選択の自由を否定していません。消費者がマイクロソフトを選択したのである。」ということである（訴訟に

関するマイクロソフトの見解のホームページ）。結果として、マイクロソフト社は、1997 年 Internet Explorer 4.0 から、

Windows の一機能として Internet Explorer を搭載されるようになった。このことがウェブブラウザ市場シェアをほぼ

独占するきっかけとなった。このような、企業自らがイノベーション戦略の一環として、社会的イノベーションを意識的

に仕掛けることによって、マイクロソフト社は大きな市場を確保することができたのである（伊吹,2007)。 

その後、マイクロソフト社の圧倒的なシェアの拡大は、新たなステークホルダーとしての消費者団体を呼び込むことに

なる。すなわち、消費者団体はマイクロソフト社以外のメーカー製品の購入ができなくなるという指摘をしたのであった。

マイクロソフト社の Internet Explorer と Windows を一体化した販売が、独占禁止法に違反としているとして、提訴さ

れたのである。この訴訟に対しては、マイクロソフト社は和解に応じた。和解は、マイクロソフト社が和解金を支払うこ

とと、一定期間にマイクロソフト社製品を購入したユーザーに対して、同社以外のメーカー製品も購入可能なクーポン券

を配布することであった。マイクロソフト社法律顧問ブラッドスミス氏は「われわれは、和解金によって、学校を支援で

きることを喜んでいる。また、いつまで長引くかわからない訴訟に時間や費用をとられる代わりに、製品開発に注力でき

る」と語った。このように、企業における社会的イノベーションの戦略は、ステークホルダーの価値観に左右されると言

える（伊吹,2007)。 

研究モデル 

ここで問題になるのは、どのような時に企業が生み出した社会・経済の変革が企業にマイナスの効果をもたらし、どの

ような時にプラス効果になるのかということにある。イノベーションに対する社会の評価がこれに関係しているものと思

われる。こうした企業の行動とその結果に対する社会的な評価の基準として、企業の倫理基準や社会的責任基準の観点か

ら探る。マイクロソフト社の Internet Explorer というイノベーションの事例が示しているとおり、Internet Explorer

の出現は司法省、消費者団体、他メーカー、学校など、イノベーションの創出によって新たなステークホルダーをもたら

した。これらのステークホルダーの価値観と相容れないことが、種々の訴訟を発生させた。したがって、企業が実践し得

るイノベーション戦略には一定の枠が存在し、その枠からはみ出した時、社会・経済システムによるマイナスの影響が生

ずると考えられる。つまり、企業の倫理基準は企業が超えてはならない一線を示し、社会的責任基準はなさなければなら

ない義務を表していると言えるだろう。マイクロソフト社は、越えてはならない一線を踏み出したために訴訟を受け、義

務を果たすことでそれへの和解を得たのである。 

また、この事例が示唆することは、イノベーション後の社会的評価を認識し、それに基づく自社のイノベーション・事

業のビジョンを有しておくことの重要性である。社会的イノベーション戦略を構築におくことが必要なのである。こうし

たビジョンは、過去のイノベーションの経験から得られると思われる。ここまでで述べてきた検討に基づき、本研究では

次の三つの研究課題を研究モデルとして提示する。 

一つは、どういうイノベーションがどのようなステークホルダーの変化をもたらすかということである。二つ目の課題

はどのようなステークホルダーの変化がどのような社会的評価の変化をもたらすかということである。三つ目には、どう
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いう社会的評価がどのようなイノベーションをもたらすか、評価のプラス効果、マイナス効果との対応関係である。 

仮説の提示 

これらの研究課題に取り組むための前提として、本研究では、以下の三つの仮説を提示する。 

【仮説 1】「イノベーションの創出をもたらした新結合が新たなステークホルダーとの関係を導く」というものである。

社会的責任を考慮したステークホルダーとの領域関係の変化に関する仮説である。【仮説 2】「ステークホルダーの変化は

企業に対する社会的評価に変化をもたらす」ことを提示する。ここでは企業に対する社会的評価は、新たなステークホル

ダーの評価に依存すると考えている。【仮説 3】「社会的評価の変化がイノベーションの創出に影響を及ぼす」ことを提示

する。特に、（１）新たなステークホルダーの評価が肯定的ならば同じドメインでのイノベーションの創出を促進するこ

と、そして、（２）新たなステークホルダーの評価が否定的ならば異なるドメインでのイノベーションを促進するという

ことを想定する。 

上記の仮説が支持される場合、企業は、イノベーションの結果もたらされる社会的評価を意識して、社会的イノベーシ

ョン戦略を構築すべきと考えられる。こうした、イノベーション戦略はビジネスを通じて社会的課題の解決と経営的成果

の両立を図ることを、ステークホルダーとの関係のバランスの中で考慮されることを必要としている（伊吹,2007)。 

仮説の確認 

続いて、事例を用いて上で構築した仮説の妥当性を確認していきたい。ここでは、遠くない記憶の中に残っているイノ

ベーションの事例として、携帯電話の普及を推し進める有力なコンテンツサービスの典型であって、1999 年 2 月にサー

ビスを開始した NTT DoCoMo の Mobile Web の形である i モードを検討しよう。 

i モードサービスとは、携帯電話を利用した電子メールやインターネット上のウェブページの閲覧を可能にするサービ

スで、NTT DoCoMo の法人営業部のゲートウェイビジネス担当に集まったメンバーによって開発された。（濱谷,2009,p35）

i モードについての説明は NTT DoCoMo のホームページでは“ケータイでインターネットを楽しめる。（オリジナルの）

メニューサイトや i モード対応ホームページを閲覧したり、メールをしたり、ニュースなどの情報を得たり、音楽やゲー

ムなどのコンテンツをダウンロードすることができる。”と紹介されている。 

i モードは、ネットワークキャリアが主導した代表的なサービスイノベーションである。i モードは、モバイルネット

ワーク上のインターネットサービスで、市場の成長速度、関連市場への波及効果、当該産業構造や一般ユーザーの生活ス

タイルに与えた影響など、あらゆる側面で社会に対してインパクトを持ったソーシャル・イノベーションの事例である。

（小野,2005,p80）その一方、i モードによるサービスイノベーションが未成年者の有害情報へのアクセスを可能にすると

いうマイナス的な社会的評価と社会問題を起こし、有害情報からこどもを守る有害サイトアクセス制限サービスのさらな

るイノベーションが社会から求められた。この社会からの要望に応えるため、社会的責任戦略が NTT DoCoMo において

創発された。 

仮説 1 として、「イノベーションの創出をもたらした新結合が新たなステークホルダーとの関係を導く」というもので

あった。i モードというイノベーションが当初予想した顧客以外に有害情報サイト、特に i モードを利用する顧客（未成

年者、未成年者の保護者）などといった新たなステークホルダーをもたらした。次に、仮説 2「新たなステークホルダー

の変化は企業に対する社会的評価に変化をもたらす」ことを提示する。ステークホルダーの変化は企業に対する社会性評

価について考えていきたい。前述した i モードが生み出した社会に対するイノベーションの経験は、未成年者が安易的に

有害情報サイトをアクセスすることに対して、未成年者の保護者から心配不安などの評価をもたらした。 

仮説 3「社会的評価の変化がイノベーションの創出に影響を及ぼす」ことを提示した。上記未成年者の保護者よりの評

価に対して、NTT DoCoMo がフィルタリングサービスというさらなるイノベーションを提供することになった。フィル

タリングサービスは、未成年者が i モードを利用する際には、原則として「アクセス制限サービス」が適用されるという

イノベーションである i モードのフィルタリングサービスの提供により 18 歳未満の子供のための申し込み親権者数が以
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前より大きく増加した。i モードのフィルタリングサービスを実現できたからこそ社会から認められた（認識された）と

いう社会的評価を得たと考えられる。 

そして、この事例が示すように、社会・経済システムへの適切な対応が、企業と社会・経済システムとの相互作用に立

脚した戦略構築の基盤であると考えられる。 
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